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平成２９年第６回志木市農業委員会総会日程 

 

平成２９年６月２８日（水）午後２時００分 

 

 

第１  開会 

第２  議事録署名委員の指名 

第３  議案 

（１）議案第１１号  引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

     （２）議案第１２号  平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

（３）議案第１３号  平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動に向けた活動の 

点検・評価について 

 

第４  諸報告（農業委員会会長専決規定含む） 

     （１）報告第１１号  農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出に係る 

受理の決定について 

     （２）報告第１２号  農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に係る 

受理の決定について 

第５  協議事項 

     （１）次回総会の日程について 

     （２）その他 

第６  閉会 
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《議事録平成２９年第６回》 

         志木市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年６月２８日（水）午後１時４８分から午後３時１１分 

 

２．開催場所 総合福祉センター ３階 ３０６会議室 

 

３．出席委員（１３人） 

   会  長     １３番  田中 滿男 

職務代理      ３番    金子 幸一 

委  員      １番  矢部 幸雄 

           ２番  大島 廣明 

４番    山中 榮太郎 

５番    市之瀬 滋 

６番    鈴木 重光 

７番    小山 武英 

８番  抜井 和彦 

９番  綱島 稔 

１０番    清水 和雄 

１２番  内田 祐治 

 

４．欠席委員（１人） 

１１番  志村 晃 

 

５．議事日程 

  第１ 開会 

 

  第２ 議事録署名委員の指名 

 

  第３ 議案 

（１）議案第１１号  引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

     （２）議案第１２号  平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

     （３）議案第１３号  平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動に向けた活動の 

                点検・評価について 

 

第４  諸報告（農業委員会会長専決規定含む） 

     （１）報告第１１号  農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出に係る 

受理の決定について 

     （２）報告第１２号  農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に係る 

受理の決定について 
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第５  協議事項 

     （１）次回総会の日程について 

     （２）その他 

 

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長  八木 征利 

      書  記  小山 貴行 

 

○事務局 

定刻となりましたので、平成２９年第６回農業委員会総会を開会いたします。 

本日の出席委員は１３人中１２人ですので、志木市農業委員会会議規則第６条の規定に基づ 

いた定数に達しておりますので、総会は成立しております。それでは議事進行を会長にお願い 

いたします。 

 

○田中会長 

それでは、あらためまして平成２９年第６回志木市農業委員会総会ということで、ご通知 

  申しあげましたところ、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

 

【会長挨拶】 

 

 それでは、議事に入ります。 

  議事日程第２の議事録署名委員の指名ですが、私から指名させていただいてご異議ございま 

せんか。 

  

   （異議なしとの声あり） 

 

○田中会長 

  ご異議なしと認め、８番 抜井和彦委員、９番 綱島 稔委員にお願いいたします。 

併せて、書記として農業委員会事務局書記の小山主任を指名いたします。 

それでは、日程第３の議案に入ります。 

（１）議案第１１号『引き続き農業経営を行っている旨の証明』について 

以上、上程いたします。事務局、朗読をお願いいたします。 

 

 ○事務局 

   議案第１１号、引き続き農業経営を行っている旨の証明について朗読します（受付番号１８

～２１番について、それぞれ朗読）。 

   以上です。 

 

 ○田中会長 

   議案第１１号受付番号１８番、１９番について、事務局から説明を求めます。 
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 ○事務局 

   本案件は、相続税の納税猶予の特例を継続して受けるに当たって、申請者が適用を受ける農

地等に係る農業経営を引き続き行っているかどうかの証明を農業委員会に求めるものです。 

    相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるには、租税特別措置法第７０条の６第３

２項により、納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、３年を経過するごとに納税地の所

管税務署に届け出ることとなっており、本証明は、その継続届出の際の添付書類となります。 

申請人及び農地の状況につきましては、綱島委員にご同行いただいて確認してまいりまし

た。 

この後、綱島委員よりご説明がございます。 

 以上です。 

 

 ○田中会長 

議案第１１号受付番号１８番、１０番について、綱島 稔委員の説明、報告を求めます。 

 

 ○９番 綱島委員 

  会長の指名がありましたので、議案第１１号受付番号１８番、１９番について、説明、報告

を行います。 

本案件は、申請人である■■■■氏及び■■■■氏が、この方たちはご夫婦ですが、相続税

の納税猶予の特例の適用を継続して受けるに当たって、適用を受ける農地において、農業経営

を引き続き行っているかどうかの証明を求めているものであります。 

現地を確認した結果、申請地■■■■■■他■筆については、現在果樹が植えられているほ

か、ネギ等の野菜が栽培されており、適正に管理されておりました。 

また、申請者である■■■■氏及び■■■■氏は、引き続いて農業経営を行っており、引き

続き農業経営を行っている旨の証明を行うことについて、何ら問題ないことを報告します。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

 

 ○田中会長 

   議案第１１号受付番号１８番、１９番について質疑のある方の挙手を求めます。 

 

  （登記上夫婦で共有名義となっていた場合、税務署へは各個人ごとに証明を出すものなのでし

ょうか、との質問が複数の委員から出され、そのとおりであるので、今回別件扱いで審議を

した旨事務局より説明し了解を得た） 

 

 ○田中会長 

   その他質問、意見等がないようです。 

質疑を打ち切り、採決を行ないます。 

本議案、引き続き農業経営を行っていることを証明することについて、賛成の方の挙手を求 

  めます。 

 

（賛成の委員、挙手） 
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 ○田中会長 

全員賛成ですので、議案第１１号受付番号１８番、１９番は、可決されました。 

続きまして、議案第１１号受付番号２０番、２１番について上程いたします。 

事務局、説明をお願いいたします。 

 ○事務局 

   本案件につきましても、相続税の納税猶予の特例を継続して受けるに当たって、申請者が適

用を受ける農地等に係る農業経営を引き続き行っているかどうかの証明を農業委員会に求める

ものです。 

   申請人及び農地の状況につきましては、抜井委員にご同行いただいて確認してまいりました。 

この後、抜井委員よりご説明がございます。 

 以上です。 

 

 ○抜井委員 

  議案第１１号受付番号２０番、２１番について、説明、報告を行います。 

本案件は、申請人である■■■■氏及び■■■■■氏が相続税の納税猶予の特例の適用を継

続して受けるに当たって、適用を受ける農地において、農業経営を引き続き行っているかどう

かの証明を求めているものであります。 

申請地■■■■■■他■筆のうち、■■■■については、トマトやカボチャ等の野菜が、■

■■■及び■■■■については、水稲が作付けされ、適正に管理されておりました。 

申請地■■■■については、多少雑草が繁茂している状況でしたので、適正に管理するよう、 

  指導しておきました。 

また、申請者である■■■■氏及び■■■■■氏は、引き続いて農業経営を行っており、引

き続き農業経営を行っている旨の証明を行うことについて、何ら問題ないことを報告します。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

   議案第１１号受付番号２０番、２１番について質疑のある方の挙手を求めます。 

 

   （なしとの声あり） 

 

 ○田中会長 

   質問、意見等がないようです。 

質疑を打ち切り、採決を行ないます。 

本議案、引き続き農業経営を行っていることを証明することについて、賛成の方の挙手を求 

  めます。 

 

（賛成の委員、挙手） 

 

 ○田中会長 

全員賛成ですので、議案第１１号受付番号２０番、２１番は可決されました。 

続きまして、議案第１２号「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」、

１３号「平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について」以上を上程
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いたします。 

事務局、説明をお願いいたします。 

 

 ○事務局 

   議案第１２号「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」、並びに議案

１３号「平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について」ご説明いたし

ます。 

   まず議案第１２号「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」ご説明申

し上げます。 

   こちらにつきましては、毎年、農業委員会がどのような活動をその年度行っていくのか、農

業委員会で諮りまして、インターネット等を通じて、公表しているものでございます。 

   まず活動計画につきましては、１番、農業委員会の状況につきまして、平成２９年４月１日

現在のものが載せてあります。 

   （農家・農地等の概要、農業委員会の現在の体制について説明） 

   続きまして２番、担い手への農地の利用集積・集約化についてでございます。 

   （現状及び課題、平成２９年度の目標及び活動計画について説明） 

   続きまして３番、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進についてご説明いたします。 

   （現状及び課題、平成２９年度の目標及び活動計画について説明） 

   続きまして４番、遊休農地に関する措置についてご説明いたします。 

   （現状及び課題、平成２９年度の目標及び活動計画について説明） 

   続きまして５番、違反転用への適正な対応についてご説明いたします。 

   （現状及び課題、平成２９年度の目標及び活動計画について説明） 

活動計画につきましては、以上でございます。 

 

続きまして、議案第１３号「平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価に

ついて」ご説明いたします。 

まず１番、農業委員会の状況につきまして、平成２８年４月１日現在のものが載せてありま

す。 

   （農業の概要、農業委員会の現在の体制について説明） 

   続きまして２番、担い手への農地の利用集積・集約化についてでございます。 

   （現状及び課題、平成２８年度の目標及び実績、目標の達成に向けた活動、目標及び活動に

対する評価について説明） 

   続きまして３番、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進についてご説明いたします。 

   （現状及び課題、平成２８年度の目標及び実績、目標の達成に向けた活動、目標及び活動に

対する評価について説明） 

   続きまして４番、遊休農地に関する措置についてご説明いたします。 

   （現状及び課題、平成２８年度の目標及び実績、目標の達成に向けた活動、目標及び活動に

対する評価について説明） 

   続きまして５番、違反転用への適正な対応についてご説明いたします。 

   （現状及び課題、平成２８年度実績、活動計画・実績及び評価について説明） 
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   続きまして６番、農地法等によりその権限に属された事務に関する点検についてご説明いた

します。 

   （農地法第 3 条に基づく許可事務、農地転用に関する事務、農地所有適格法人からの報告へ

の対応、情報の提供等について説明） 

   続きまして７番、地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容についてご説明いたしま

す。 

   （農地利用最適化等に関する事務、農地法等によりその権限に属された事務について説明） 

続きまして８番、事務の実施状況の公表等についてご説明いたします。 

   （総会等の議事録の公表、農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出、活動計

画の点検・評価の公表について説明） 

   以上でございます。 

 

 ○田中会長 

   議案第１２号、１３号について質疑のある方の挙手を求めます。 

 

（自給的農家数が２８年度から２９年度で増えている理由について質疑あり、データの出典

が農林業センサスに基づくものであるため、詳細な理由については分かりかねるが、総農

家数は減少していることから、販売農家から自給的農家へ異動されたものと推察される旨

事務局より回答し了解を得た） 

 

 ○田中会長 

   その他、質疑のある方の挙手を求めます。 

 

   （なしとの声あり） 

 

 ○田中会長 

   質問、意見等がないようです。 

質疑を打ち切り、採決を行ないます。 

議案第１２号「平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画について」、議案第１３

号「平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について」について、賛成の

方の挙手を求めます。 

 

（賛成の委員、挙手） 

 

 ○田中会長 

賛成多数ですので、議案第１２号、１３号は、可決されました。 

続きまして、日程第４の諸報告に入ります。 

（１）報告第１１号『農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出について』 

（２）報告第１２号『農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について』 

事務局、朗読をお願いいたします。 
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       （議長の指名により事務局朗読） 

 

        （議長の指名により各担当地区委員から報告第１１号受付番号６～９番、報告第１２号受号

１１～１４番について、すべて現地確認済みであり周囲への影響もなしとの報告） 

    

 ○田中会長 

     ただいまの報告第１１号・１２号について、質問等がございましたらお願いいたします。 

 

             （質問、意見等 なし）  

 

 ○田中会長 

    質問等がないようです。これらは報告案件でございますので、了解いただきたいと存じます。 

つぎに協議事項に入らせていただきます。 

      （１）『次回総会日程について』ですが、７月２７日（木）ということでよろしいで

しょうか。 

 

              （異議なし） 

 ○田中会長 

    それでは７月２７日（木）ということでよろしくお願いいたします。 

   続きまして、（２）『その他』ということで何かありましたらどうぞ。 

 

  （複数の委員より、認定農業者制度について質問があり、事務局より説明、了解を得た） 

 

○事務局 

  それでは事務局の方から何点かご連絡いたします。 

  ・生産緑地の買取あっせんについて、次回の総会までに希望の有無について、取りまとめをお

願いします。→了解。 

       ・トラクターの盗難被害について説明、注意喚起。 

       ・少雨のため、節水の協力依頼について説明。 

  ・県外視察研修（案）について説明。 

 

 ○田中会長 

   以上をもちまして、平成２９年第６回農業委員会総会を閉会いたします。 

慎重審議ありがとうございました。 
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議 事 録 署 名 簿 

 

 上記は会議の内容を記載したものであるが、その内容の相違ないことを証するため、ここに署名

押印する。 

 

 

 平成２９年６月２８日 

 

 

志木市農業委員会議長  田中 滿男 

 

 

８ 番委員  抜井 和彦 

 

９ 番委員  綱島 稔 


